
農業経営にかかる
設備資金・運転資金

お使いみち

毎月・年4回・年2回・年1回
から選択可能

ご返済方法

運転資金は3,000万円以内

【
法
人
】5,000万円以内

運転資金は1,000万円以内

【
個
人
】3,000万円以内

お借入金額

15年以内設備
資金

7年以内運転
資金

お借入期間

※ご利用に際しては、農協の組合員であること、もしくは基金協会の会員である必要があります。



〈18〉農業サポートローン

【法人】5,000万円以内（運転資金は3,000万円以内）
【個人】3,000万円以内（運転資金は1,000万円以内）

毎月、年4回、年2回、年1回  元金均等返済

資金使途

証書貸付

農業経営にかかる設備資金、運転資金

【設備資金】15年以内  【運転資金】7年以内

長崎県農業信用基金協会の保証

原則不要 法人の場合は代表者1名

原則不要 必要に応じてお願いする場合がございます。

農協の組合員であること、もしくは基金協会の会員であることが条件となります。

商品名

融資対象

貸付形態

融資額

融資期間

返済方法

保証

保証人

担 保

その他

農業を経営している法人・個人で、次の（1）または（2）に該当する方
長崎県農業信用基金協会の保証が受けられる方

次の要件を満たすもの（法人は①のみ）
農業所得が総所得の50％以上または農業粗利益（＝売上高）が200万円以上
（団体または法人は1,000万円以上）。
個人は20歳以上で、完済時年齢が76歳未満。
ただし、後継者が連帯保証人の場合は完済時年齢が76歳超でも可。
3期分の決算書を提出できること（事業承継前を含んでも可）。

次に揚げる要件を全て満たす農業参入法人
農地の取得および賃借等、参入確認のできる法人
原則、本体事業の決算について繰越欠損がない法人
本体事業を含み、直近3ヵ年の決算書を提出できる法人

◎
◎

①
②
　　

①

②

（2）

（1）

商品概要

※くわしくは、十八銀行営業店融資窓口まで、おたずねください。

（平成28年4月1日現在）


